
下
請
法
（
２
）

　
前
回
か
ら
下
請
法
を
取
り
上
げ
て

い
ま
す
。

　
今
回
は
、
下
請
法
の
適
用
対
象
に

な
る
取
引
の
う
ち
、「
製
造
委
託
」

と
「
修
理
委
託
」
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。

製
造
委
託

　
製
造
委
託
と
は
、
物
品
の
販
売
、

製
造
や
修
理
を
営
む
事
業
者
が
、
規

格
・
品
質
・
形
状
等
を
指
定
し
て
、

他
の
事
業
者
に
対
し
、
物
品
等
の
製

造
や
加
工
な
ど
を
依
頼
す
る
こ
と
を

い
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
い
う
「
物
品
」
と
は
、
動

産
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
家
屋
な

ど
の
建
築
物
は
対
象
に
含
ま
れ
ま
せ

ん
。

　
「
製
造
」
と
は
、
原
材
料
で
あ
る

物
品
に
一
定
の
工
作
を
加
え
て
、
新

た
な
物
品
を
作
り
出
す
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　
ま
た
、「
加
工
」と
は
、
原
材
料
で

あ
る
物
品
に
一
定
の
工
作
を
加
え
る

こ
と
に
よ
り
、
一
定
の
価
値
を
付
加

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
こ
の
製
造
委
託
は
、
次
の
４
つ
の

タ
イ
プ
に
分
か
れ
ま
す
。

①�　
物
品
の
販
売
を
行
っ
て
い
る
事

業
者
が
、
そ
の
物
品
や
部
品
等
の

製
造
を
他
の
事
業
者
に
委
託
す
る

場
合

　

�（
具
体
例
）
自
動
車
メ
ー
カ
ー
が

自
動
車
部
品
の
製
造
を
部
品
メ
ー

カ
ー
に
委
託
す
る
場
合

②�　
物
品
の
製
造
を
請
け
負
っ
て
い

る
事
業
者
が
、
そ
の
物
品
や
部
品

等
の
製
造
を
他
の
事
業
者
に
委
託

す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
機
械
メ
ー
カ
ー
が
受

注
生
産
す
る
機
械
に
用
い
る
部
品

の
製
造
を
部
品
メ
ー
カ
ー
に
委
託

す
る
場
合

③�　
物
品
の
修
理
を
行
っ
て
い
る
事

業
者
（
自
社
の
機
械
等
を
自
ら
修

理
し
て
い
る
場
合
も
含
み
ま
す
）

が
、
そ
の
物
品
の
修
理
に
必
要
な

部
品
・
原
材
料
等
の
製
造
を
他
の

事
業
者
に
委
託
す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
家
電
メ
ー
カ
ー
が
販

売
し
た
製
品
の
修
理
用
部
品
の
製

造
を
部
品
メ
ー
カ
ー
に
委
託
す
る

場
合

④�　
自
社
で
使
用
・
消
費
す
る
物
品

を
社
内
で
製
造
し
て
い
る
事
業
者

が
、
そ
の
物
品
や
部
品
等
の
製
造

を
他
の
事
業
者
に
委
託
す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
製
品
運
送
用
の
梱
包

材
を
自
社
で
製
造
し
て
い
る
機
械

メ
ー
カ
ー
が
、
そ
の
梱
包
材
の
製

造
を
資
材
メ
ー
カ
ー
に
委
託
す
る

場
合

修
理
委
託

　
修
理
委
託
と
は
、
物
品
の
修
理
を

請
け
負
っ
て
い
る
事
業
者
が
、
物
品

の
修
理
を
他
の
事
業
者
に
委
託
し
た

り
、
自
社
で
使
用
す
る
物
品
を
自
社

で
修
理
し
て
い
る
事
業
者
が
、
物
品

の
修
理
の
一
部
を
他
の
事
業
者
に
委

託
す
る
こ
と
な
ど
を
い
い
ま
す
。

　
こ
こ
で
い
う
「
修
理
」
と
は
、
元

来
の
機
能
を
失
っ
た
物
品
に
一
定
の

工
作
を
加
え
、
元
来
の
機
能
を
回
復

さ
せ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
、
正
常
に
稼
働
し
て

い
る
物
品
に
対
す
る
点
検
や
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
は
、
修
理
委
託
の
対
象
で
は

な
く
、
役
務
提
供
委
託
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

　
修
理
委
託
は
次
の
２
つ
の
タ
イ
プ

に
分
か
れ
ま
す
。

①�　
物
品
の
修
理
を
請
け
負
っ
て
い

る
事
業
者
が
、
修
理
行
為
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
他
の
事
業
者
に
委

託
す
る
場
合

　

�（
具
体
例
）
自
動
車
デ
ィ
ー
ラ
ー

が
、
請
け
負
っ
た
自
動
車
の
修
理

作
業
を
修
理
会
社
に
委
託
す
る
場

合
②�　
自
社
で
使
用
し
て
い
る
物
品
の

修
理
を
自
社
で
行
っ
て
い
る
事
業

者
が
、
そ
の
物
品
の
修
理
行
為
の

一
部
を
他
の
事
業
者
に
委
託
す
る

場
合

　

�（
具
体
例
）
自
社
工
場
の
設
備
等

を
社
内
で
修
理
し
て
い
る
機
械
メ

ー
カ
ー
が
、
そ
の
設
備
の
修
理
作

業
を
修
理
会
社
に
委
託
す
る
場
合
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【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。

実
務
に
役
立
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企
業
法
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基
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